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１．研究計画の概要 
 ハイテク産業では、競争回避が問題になり
にくく、競争者排除が主要な規制課題である。
他方、ハイテク産業がイノベーションやネッ
トワーク効果を特徴とするのであれば、競争
者数の減少は必然であり、競争者排除に対す
る懸念はそれほど必要ないようにも思える。
以上のような関心に基づき、ハイテク産業に
おける競争者排除行為について、独禁法によ
る規制基準のあり方を検討する。 
 
２．研究の進捗状況 
 ハイテク産業における問題を検討するに
あたり、まずは電気通信産業における問題を
検討することとした。具体的に、米国におけ
る電気通信産業の問題として、継続してネッ
トワーク中立性の問題を検討するとともに、
EC における問題として、規制フレームワー
クの見直しの議論をサーベイした。外部研究
との連係により、モバイル産業における中立
性問題にかかる成果の一部に、それら研究に
かかる知見を反映させることができた。 
 また、同研究を通してネットワーク産業に
おける事業法規制のレメディを巡る議論に
関心をもって、研究を進めてきた。機能分離
等、いわゆる垂直分離の選択にあたり、イノ
ベーションの問題が参照されることを大変
興味深く考えたからである。同垂直分離の議
論は事業法規制の問題であるが、独占禁止法
規制を巡る本研究課題にも示唆を得ること
ができたと考えている。 
 他方、本研究の主課題である競争者排除行
為の違法性判断基準については、抱き合わせ
を巡る議論を狩猟しつつある。成果の一つは、
ある行為を市場閉鎖問題として捉える立場

と、略奪問題として捉える立場が存在すると
いう点である。略奪的価格設定についての研
究を深化させることで、最終成果作成につな
げたいと考えている。以上に加え、全ての研
究の基礎になるものとして、独占禁止法分析
における経済的知見の利用方法についても、
研究を進めてきた。 
 
３．現在までの達成度 
②おおむね順調に進展している。 
（理由） 
 米国、EU それぞれの規制を、計画通り検
討することができており、日本法への示唆を
得るための土台が完成しつつあるように考
えている。  
 
４．今後の研究の推進方策 
 比較法研究は概ね完成したところである
から、日本法研究へと進む。２で述べたよう
に、抱き合わせを例として具体的規制基準を
検討する。 
 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
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